
 

1．区域区分(市街化区域及び市街化調整区域) 

 区域区分は、無秩序な市街化を防止し、計画的に 

良好な都市形成を図るため、都市計画区域を区分  

（線引き）して定めるものです。 

 本市では、昭和 45 年 8 月 25 日に市街化区域 

及び市街化調整区域の区域区分が行われ、その後

10 回の変更を経て現在に至っています。 

 また、それらの面積は、令和４年 3 月末現在、 

市街化区域が 849ha(43.0％)、市街化調整区域が 

1121ha(57.0％)となっています。 

 

①市街化区域 

 市街化区域は、すでに市街地を形成している  

区域、及びおおむね 10年以内に優先的、計画的に

市街化を図る区域をいい、用途地域を定め土地利用

のコントロールや、道路、下水道など都市基盤施設

の整備を行います。 

 

②市街化調整区域 

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域を 

いい、農業の振興や自然環境の保全を図るもの  

です。この区域においては、都市施設の整備は原則

的に行いません。また、自己の負担で公共施設を 

整備する相当規模以上のものを除き、宅地開発は 

原則として認められません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種低層住居専用地域の例 

２．用途地域 

 建築物を自由に建てることができると、住宅と

工場が隣接し合うなど、様々な用途の建築物が 

混在し、生活環境の悪化や都市機能が混乱して 

しまいます。 

用途地域は、このようなことを未然に防止する

ため、住居、商業、工業その他の用途を適正に  

配分し、土地利用の純化を図り良好な環境を確保

するものです。 

また、用途地域ごとに、建ぺい率、容積率、高

さ制限が定められています。 

本市では、昭和 45年 12月 28日に住居地域、

商業地域及び準工業地域の 3 種類の用途地域が

指定されました。 

そして、昭和 48年 1 月 16 日には第一種住居

専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣

商業地域、商業地域及び準工業地域の 6 種類が 

指定され、さらに、平成 4 年 6 月の法改正に  

より総合的な土地政策の一環として、良好な住宅

市街地の整備を図る観点から従来の 8 つの用途

地域が 12 種類に細分化されたことに伴い、平成

7 年 12月 22 日に新しい用途地域に変更され、

現在に至っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種中高層住居専用地域の例 

 

※写真は市内の用途地域で撮影されたものです。 
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第一種住居地域の例                     第二種住居地域の例 

 

 

 

 

 

 

 

近隣商業地域の例                     準工業地域の例 

                                ※写真は市内の用途地域で撮影されたものです。      
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本市では、令和 4 年 3 月末現在 226 地区

73.26haを指定しています。 

みずほ台駅周辺と鶴瀬駅東口周辺を防火地域に、

ふじみ野駅周辺と鶴瀬駅西口周辺を防火地域及

び準防火地域に、水子地区と諏訪地区の各一部及

びつるせ台地区を準防火地域に指定しています。 
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を定め、よりよい生活環境の形成を図るための  

計画です。 

本市では、地域住民の方々との話し合いのもと、

針ヶ谷地区、勝瀬原地区、鶴瀬駅西口地区、鶴瀬

駅東口地区、つるせ台地区、水子地区、諏訪地区、

上南畑地区について地区計画が定められていま

す。 
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